
- 1 -

○
文
部
科
学
省
令
第
二
十
二
号

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
学
設
置
基
準
及
び
大
学
院
設
置
基
準
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

文
部
科
学
大
臣

林

芳
正

大
学
設
置
基
準
及
び
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
大
学
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破

線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移

動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

【別添１】
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
略
］

［
略
］

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
九
条
）

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
三
条
―
第
四
十
九
条
）

第
十
一
章

工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
九
条

の
二
―
第
四
十
九
条
の
四
）

第
十
二
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五
十
条
―
第
五
十
六
条
）

第
十
一
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五
十
条
―
第
五
十
六
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

［
略
］

［
略
］

（
専
任
教
員
数
）

（
専
任
教
員
数
）

第
十
三
条

大
学
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
当
該
大
学
に
置

第
十
三
条

大
学
に
お
け
る
専
任
教
員
の
数
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
当
該
大
学
に
置

く
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
教
授
等
の
数
（
共
同
学
科
を
置
く
学
部

く
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
教
授
等
の
数
（
共
同
学
科
を
置
く
学
部
に

に
あ
つ
て
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
共
同
学
科
以
外
の
学
科
を
一
の
学
部
と
み
な

あ
つ
て
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
共
同
学
科
以
外
の
学
科
を
一
の
学
部
と
み
な
し
て

し
て
同
表
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
教
授
等
の
数
と
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
得

同
表
を
適
用
し
て
得
ら
れ
る
教
授
等
の
数
と
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る

ら
れ
る
当
該
共
同
学
科
に
係
る
専
任
教
員
の
数
を
合
計
し
た
数
と
し
、
第
五
条
の

当
該
共
同
学
科
に
係
る
専
任
教
員
の
数
を
合
計
し
た
数
）
と
別
表
第
二
に
よ
り
大
学

規
定
に
基
づ
き
学
科
に
代
え
て
課
程
を
設
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
あ
つ
て

全
体
の
収
容
定
員
に
応
じ
定
め
る
教
授
等
の
数
を
合
計
し
た
数
以
上
と
す
る
。

は
、
第
四
十
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
得
ら
れ
る
専
任
教
員
の
数
と
す
る
。
）
と

別
表
第
二
に
よ
り
大
学
全
体
の
収
容
定
員
に
応
じ
定
め
る
教
授
等
の
数
を
合
計
し

た
数
以
上
と
す
る
。

第
十
一
章

工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
等
に
関
す
る
特
例

［
一
章
三
条
を
加
え
る
。
］

（
工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
の
編
成
）

第
四
十
九
条
の
二

工
学
に
関
す
る
学
部
を
設
け
る
大
学
で
あ
つ
て
当
該
学
部
を
基

礎
と
す
る
大
学
院
の
研
究
科
を
設
け
る
も
の
は
、
当
該
学
部
に
お
け
る
教
育
及
び

当
該
研
究
科
に
お
け
る
教
育
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
（
以
下
「
工
学
分

野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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２

工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
を
編
成
す
る
大
学
は
、
当
該
教
育

課
程
を
履
修
す
る
学
生
が
幅
広
く
深
い
教
養
及
び
総
合
的
な
判
断
力
を
向
上
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
大
学
に
お
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
お
い
て
、

工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
、
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目

そ
の
他
多
様
な
授
業
科
目
を
開
設
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
係
る
教
員
の
配
置
）

第
四
十
九
条
の
三

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業

科
目
を
開
設
す
る
場
合
は
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
数
の
専
任
教
員
に
加
え
、
当

該
授
業
科
目
の
実
施
に
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
教
員
に
つ
い
て
は
、
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
の
遂
行
に
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
大
学
に
お
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
以
外
の
学

部
に
お
け
る
専
任
教
員
を
も
つ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
場

合
は
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
数
の
専
任
教
員
に
加
え
、
当
該
授
業
科
目
の
実
施

に
必
要
な
専
任
教
員
と
し
て
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね
五
年
以
上
の
実
務

の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
教
員
が
専
任
教
員
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
に

は
、
一
年
に
つ
き
六
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を
担
当
し
、
か
つ
、
教
育
課
程
の
編

成
そ
の
他
の
教
育
研
究
上
の
組
織
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
こ
と
と
す
る
。

（
課
程
を
設
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
数
）

第
四
十
九
条
の
四

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
学
科
に
代
え
て
課
程
を
設
け
る
工
学

に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
次
に
定
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
収
容
定
員
が
、
イ
に
あ
つ
て
は
別
表
第
一

イ
の
表
に
定
め
る
数
、
ロ
に
あ
つ
て
は
同
表
に
定
め
る
数
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗

じ
た
数
に
満
た
な
い
場
合
の
専
任
教
員
数
は
、
そ
の
二
割
の
範
囲
内
に
お
い
て
兼

任
の
教
員
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
学
部
が
一
の
専
攻
分
野
の
み
を
有
す
る
場
合

別
表
第
一
イ
の
一
学
科

で
組
織
す
る
場
合
の
専
任
教
員
数
の
表
の
下
欄
に
定
め
る
教
員
数
と
す
る
。
収

容
定
員
が
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
数
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
超
え
る
収
容
定

員
に
応
じ
て
四
〇
〇
人
に
つ
き
教
員
三
人
の
割
合
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
数
の
教
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員
を
増
加
す
る
も
の
と
す
る
。

二

当
該
学
部
が
二
以
上
の
専
攻
分
野
を
有
す
る
場
合

別
表
第
一
イ
の
二
以
上

の
学
科
で
組
織
す
る
場
合
の
一
学
科
の
収
容
定
員
並
び
に
専
任
教
員
数
の
表
の

下
欄
に
定
め
る
教
員
数
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
と
す
る
。
収
容
定
員
が

同
表
の
中
欄
に
定
め
る
数
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
を
超
え
る
場
合
は
、

そ
の
超
え
る
収
容
定
員
に
応
じ
て
四
〇
〇
人
に
つ
き
教
員
三
人
の
割
合
に
よ
り

算
出
さ
れ
る
数
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
の
教
員
を
増
加
す
る
も
の
と
す

る
。第

十
二
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例

第
十
一
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例

第
十
三
章

雑
則

第
十
二
章

雑
則

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

［
略
］

［
略
］

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条
）

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
四
条
）

第
十
一
章

工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
の
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十

四
条
の
二
―
第
三
十
四
条
の
三
）

第
十
二
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
五
条
―
第
四
十
一
条
）

第
十
一
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
五
条
―
第
四
十
一
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
六
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
四
十
二
条
―
第
四
十
六
条
）

［
略
］

［
略
］

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

第
七
条
の
三

［
略
］

第
七
条
の
三

［
略
］

２

研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
（
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
を
除

２

研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
係
る
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
配
置
の
基
準

く
。
）
に
係
る
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
配
置
の
基
準
は
、
当
該
研
究
科
以
外

は
、
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
に
相
当
す
る
組
織
の
教
育
研

の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
に
相
当
す
る
組
織
の
教
育
研
究
上
の
分
野
に
相
当
す

究
上
の
分
野
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
分
野
の
専
攻
に
係
る
こ
れ
ら
の
基
準

る
と
認
め
ら
れ
る
分
野
の
専
攻
に
係
る
こ
れ
ら
の
基
準
（
共
同
教
育
課
程
を
編
成

（
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す
る
専
攻
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際

す
る
専
攻
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
も
の
を

連
携
専
攻
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

含
む
。
）
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

［
略
］

３

［
略
］

第
九
条

大
学
院
に
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ

第
九
条

大
学
院
に
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
教
員
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲

る
資
格
を
有
す
る
教
員
を
、
専
攻
ご
と
（
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
以
外
の
基
本

げ
る
資
格
を
有
す
る
教
員
を
、
専
攻
ご
と
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る

組
織
に
あ
つ
て
は
、
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）
に
、
文
部
科
学
大
臣
が
別

数
置
く
も
の
と
す
る
。

に
定
め
る
数
置
く
も
の
と
す
る
。

一
・
二

［
略
］

一
・
二

［
略
］

第
十
一
章

工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
の
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例

［
一
章
二
条
を
加
え
る
。
］

（
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
の
教
育
課
程
の
編
成
）
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第
三
十
四
条
の
二

工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
を
設
け
る
大
学
院
を
置
く
大
学
で
あ

つ
て
当
該
研
究
科
の
基
礎
と
な
る
学
部
を
設
け
る
も
の
は
、
当
該
学
部
に
お
け

る
教
育
及
び
当
該
研
究
科
に
お
け
る
教
育
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
（
以

下
「
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
を
編
成
す
る
大
学
の
大
学
院
は
、

当
該
教
育
課
程
を
履
修
す
る
学
生
が
工
学
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び

能
力
を
修
得
す
る
と
と
も
に
、
工
学
に
関
連
す
る
分
野
の
基
礎
的
素
養
を
培
う

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
大
学
院
に
お
け
る
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
に
お

い
て
、
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
、
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る

授
業
科
目
そ
の
他
多
様
な
授
業
科
目
を
開
設
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
係
る
教
員
の
配
置
）

第
三
十
四
条
の
三

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業

科
目
を
開
設
す
る
場
合
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
数
の
教
員
に
加
え
、
当
該
授

業
科
目
の
実
施
に
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
教
員
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
に
お
け
る
教
育
研
究
の
遂
行
に
支
障
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
大
学
院
に
お
け
る
工
学
を
専
攻
す
る
研
究
科

以
外
の
研
究
科
に
お
け
る
教
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
場

合
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
数
の
教
員
に
加
え
、
当
該
授
業
科
目
の
実
施
に
必

要
な
教
員
と
し
て
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験

を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
教
員
が
第
九
条
に
よ
り
置
く
こ
と
と
さ
れ
る
教
員
以

外
の
者
で
あ
る
場
合
は
、
一
年
に
つ
き
四
単
位
以
上
の
授
業
科
目
を
担
当
し
、

か
つ
、
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
教
育
研
究
上
の
組
織
の
運
営
に
つ
い
て
責

任
を
担
う
こ
と
と
す
る
。

第
十
二
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例

第
十
一
章

国
際
連
携
専
攻
に
関
す
る
特
例

第
十
三
章

雑
則

第
十
二
章

雑
則
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備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
課
程
を
設
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
の
数
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
大
学
の
大
学
設
置
基
準
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
学
科
に
代
え
て
課
程

を
設
け
る
工
学
に
関
す
る
学
部
に
係
る
専
任
教
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
大
学
設
置
基
準
及
び
短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

３

大
学
設
置
基
準
及
び
短
期
大
学
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
文
部
科
学
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
二

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
二
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条
の
三
）

条
の
三
）

第
十
章

専
門
職
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
二

条
の
四
―
第
四
十
二
条
の
十
三
）

表
中

第
十
一
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十

を

十
三
条
―
第
四
十
九
条
）

三
条
―
第
四
十
九
条
）

第
十
二
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五

第
十
一
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五

十
条
―
第
五
十
六
条
）

十
条
―
第
五
十
六
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

第
十
二
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

」

「

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
二

第
九
章

事
務
組
織
等
（
第
四
十
一
条
―
第
四
十
二
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条
の
三
）

条
の
三
）

第
十
章

専
門
職
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十
二

条
の
四
―
第
四
十
二
条
の
十
三
）

第
十
一
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例
（
第
四
十

十
三
条
―
第
四
十
九
条
）

三
条
―
第
四
十
九
条
）

に
、

第
十
二
章

工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
に
関

第
十
一
章

工
学
に
関
す
る
学
部
の
教
育
課
程
に
関

す
る
特
例
（
第
四
十
九
条
の
二
―
第
四

す
る
特
例
（
第
四
十
九
条
の
二
―
第
四

十
九
条
の
四
）

十
九
条
の
四
）

第
十
三
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五

第
十
二
章

国
際
連
携
学
科
に
関
す
る
特
例
（
第
五

十
条
―
第
五
十
六
条
）

十
条
―
第
五
十
六
条
）

第
十
四
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

第
十
三
章

雑
則
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
条
）

」



- 12 -

「

「

第
十
三
章

雑
則

第
十
二
章

雑
則

を

第
十
四
章

雑
則

第
十
三
章

雑
則

に
改
め
る
。

」

」


